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警報発令時の対応について(2011年版)－保存版－
2011年9月20日(火)

中川学童保育所

対象警報－『暴風警報』『暴風雪警報』が

「名古屋市」・「愛知県西部」・「尾張東部」に発令されたとき。

《メモ》

警報発令時の区割が平成22年5月26日より、各市町村ごとに変更となりました。

今まで「愛知県西部」・「尾張東部」でしたが、このことにより「名古屋市」となりました。

＊ただ、インターネットの警報情報では、現在も多くが「愛知県西部」・「尾張東部」で

発信しています。私・シャリバン確認では、現時点では

日本気象協会(http://tenki.jp/)のみが「名古屋市」で警報発信を行っています。

情報のある方、お知らせ下さい。

1，在校時に警報が出た場合
( 1 )お迎えは指導員が行い、学童で一時預かりします。

保護者の皆さんは、できるだけ早いお迎えをお願いします。

★学童から、一斉メールを配信します。

連絡を密に取り合い、対応しましょう。

(2)地震関連の警報発令時は、学童での一次預かりは行いません。

お子さんは学校待機となります。

2，朝６時の時点で警報が出ている場合☞休校の時

学童は閉所です。
3，午前１１時の時点で警報が解除された場合

(1)平日(小学校のある日)－各小学校、午後からの授業を行います(給食なし)

＊参考。中川小－13：30まで。船方小－13：50まで。

学童は小学校下校時間にあわせ、13：00に開所します。
(2)土曜日、夏・冬・春休み

学童は13：00に開所します(案)。
4，午前１１時を過ぎても警報が解除されない場合

(1)平日(小学校のある日)－その日の授業は中止となります。

学童は閉所です。
(2)土曜日、夏・冬・春休み

＊特に土曜日は合同保育を行っている関係で色々なケースが想定されます。

早急に個別の対応について、検討＆提案します。
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5，学童にいる時（保育中）に警報が発令された場合

(1)できるだけ早めのお迎えを心がけて下さい。

★学童から、一斉メールを配信します。

(2)お子さんが一人で帰宅している場合

－連絡を取り合い、個別に対応します(基本的にお迎えをお願いします)。

地震に関する警報発令時には－

「中川学童地震防災対策」をご参照下さい－
＊配付済み


